
〇建設業法（昭和24年法律第100号）〔抄〕
最終改正　令和4年6月17日法律第68号　

　（経営事項審査）
第27条の23　　公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負
　おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受
　けなければならない。
2　前項の審査（以下「経営事項審査」という。）は、次に掲げる事項について、数値による評価をすることにより行
　うものとする。
　一　経営状況
　二　経営規模、技術的能力その他の前号に掲げる事項以外の客観的事項
3　前項に定めるもののほか、経営事項審査の項目及び基準は、中央建設業審議会の意見を聴いて国土交通大
　臣が定める。

　（経営状況分析）
第27条の24　　前条第２項第１号に掲げる事項の分析（以下「経営状況分析」という。）については、第27条の31
　及び第27条の32において準用する第26条の6の規定により国土交通大臣の登録を受けた者（以下「登録経営
　状況分析機関」という。）が行うものとする。
2　経営状況分析の申請は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を登録経営状況分析機関に提出して
　しなければならない。
3　前項の申請書には、経営状況分析に必要な事実を証する書類として国土交通省令で定める書類を添付しなけ
　ればならない。
4　登録経営状況分析機関は、経営状況分析のため必要があると認めるときは、経営状況分析の申請をした建設
　業者に報告又は資料の提出を求めることができる。

　（経営状況分析の結果の通知）
第27条の25　登録経営状況分析機関は、経営状況分析を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるとこ
　ろにより、当該経営状況分析の申請をした建設業者に対して、当該経営状況分析の結果に係る数値を通知しな
　ければならない。

　（経営規模等評価）
第27条の26　第27条の23第２項第２号に掲げる事項の評価（以下「経営規模等評価」という。）については、国土
　交通大臣又は都道府県知事が行うものとする。
2　経営規模等評価の申請は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を建設業の許可をした国土交通大
　臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。
3　前項の申請書には、経営規模等評価に必要な事実を証する書類として国土交通省令で定める書類を添付しな
　ければならない。
4　国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価のため必要があると認めるときは、経営規模等評価の
　申請をした建設業者に報告又は資料の提出を求めることができる。

　（経営規模等評価の結果の通知）
第27条の27　国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令で
　定めるところにより、当該経営規模等評価の申請をした建設業者に対して、当該経営規模等評価の結果に係る
　数値を通知しなければならない。

　（再審査の申立）
第27条の28
　経営規模等評価の結果について異議のある建設業者は、当該経営規模等評価を行つた国土交通大臣又は都
　道府県知事に対して、再審査を申し立てることができる。

　（総合評定値の通知）
第27条の29　国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価の申請をした建設業者から請求があつたと
　きは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該建設業者に対して、総合評定値（経営状況分析の結
　果に係る数値及び経営規模等評価の結果に係る数値を用いて国土交通省令で定めるところにより算出した客
　観的事項の全体についての総合的な評定の結果に係る数値をいう。以下同じ。）を通知しなければならない。
2　前項の請求は、第27条の25の規定により登録経営状況分析機関から通知を受けた経営状況分析の結果に係
　る数値を当該建設業者の建設業の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。
3　国土交通大臣又は都道府県知事は、第27条の23第１項の建設工事の発注者から請求があつたときは、遅滞
　なく、国土交通省令で定めるところにより、当該発注者に対して、同項の建設業者に係る総合評定値（当該発注
　者から同項の建設業者に係る経営状況分析の結果に係る数値及び経営規模等評価の結果に係る数値の請求
　があつた場合にあつては、これらの数値を含む。）を通知しなければならない。ただし、第１項の規定による請求
　をしていない建設業者に係る当該発注者からの請求にあつては、当該建設業者に係る経営規模等評価の結果
　に係る数値のみを通知すれば足りる。


